




















仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 
 

 

１ 本特記仕様書は、西区内公園樹支障木せん定その他業務（その２）（単価契約）（以下「業務」

という。）に適用する。 

 

２ 業務の実施 

受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。 

 

３ 道路上で作業を行う際は、道路使用許可書（写し）を発注者に提出し、業務の実施にあたっ

ては道路交通法を遵守すること。なお、未提出で作業を行った場合は、作業中止等の措置を行

うことがある。 

 

４ 留意事項 

⑴ 支障木せん定 

ア せん定した枝葉及び伐採木は、速やかに除去すること。 

イ 職業能力開発促進法による１級又は２級造園技能士の資格を有する者（直接的な雇用関

係にあるものに限る。）は、せん定作業中常時、作業又は現場において適正なせん定を行

うようせん定方法等の指導にあたること。 

  ウ せん定作業中においては、造園技能士であることが確認できるよう名札等を着用するこ

と。 

 

⑵ 病害虫駆除 

ア 薬剤の使用に際しては、農薬取締法の農薬関連法令及びメーカー等で定めている使用安

全基準･使用方法を遵守すること。 

イ ８７号工の薬品は，トレボン、スプラサイド、カルホス、オルトラン、トップジンＭ、

トリフミン、ロブラールの中から選択すること。 

８８号工の薬品は、石灰硫黄合剤、ダイアジノン、ダイシストンの中から選択すること。 

８９号工の薬品は、スミチオン、ディプテレックス、マツグリーン２の中から選択する

こと。 

５９、６０号工の薬剤は、シバゲン DF及び MCPP液剤の同等品以上とする。 

 

 ⑶ 除草 

   樹木の周囲や中低木の中の除草は、樹木を傷つけないよう動力草刈機を用いないこととし、

地際から手抜きによる抜根除草を行うとともに実生苗の除去も行うこと。 

 

⑷ 処分 

せん定枝葉・伐採木については、原則として以下のように処分することとするが、諸事情

により以下の処分先における処分が困難である場合は、他の処分先への搬入に関して発注者

と協議した上で、その結果に従い適正に処分すること。 

なお、それぞれ、処分先及び処分量の集計表、処分伝票の写しを提出すること。また、発

注者が求める場合は、処分伝票の原本を提示すること。 

ア 高木せん定枝葉及び伐採木 

  産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設に搬入すること。 

イ 中低木をせん定した枝葉及び除草作業により刈り取った草 

 広島市ごみ焼却工場へ搬入すること。 



 

 

⑸ かん水 

  ア かん水量は、１㎡当り１０ℓ以上とし、樹木の根部全体に水が行き渡るように行うこと。 

  イ 夜間の作業時間は２０時～６時までの間とし、この時間帯にかかる作業がある場合にの

み、夜間作業を適用すること。 

ウ 浄水場ほかの取水場所については、以下を予定している。なお、取水時間については別

途、発注者と協議すること。 

   ・太田川東部浄化センター（南区向洋沖町１－１） 

   ・西部水資源再生センター（西区扇一丁目１－１） 

・安佐動物公園ため池（安佐北区安佐町大字動物園） 

エ 再生水（処理水）でかん水をする場合は、運搬車に処理水使用の表示を行うこと。 

 

５ 本業務の実施に当たっては、造園施工管理技士の資格を有する者又は建設業法第７条第２号

イ又はロに該当する者（造園工事に限る。）を現場責任者（直接的な雇用関係にあるものに限

る。）として配置すること。 

 

６ 業務中においては、トラック等の作業車や作業員のヘルメットに受注者（下請け作業につい

ては下請業者）の会社名を表示すること。 

 

７ 業務の実施にあたっては、必要に応じて交通誘導警備員、安全施設等を配置し、一般交通及

び歩行者等の通行の妨げにならないよう、十分な注意を払い実施すること。 

 

８ 報告事項 

⑴ 受注者は、契約後直ちに、また、必要に応じて標準仕様書で指示する書類を提出すること。 

⑵ 受注者は、業務完了後 14日以内（閉庁日含む。）に、所定の業務実施報告書に作業記録写

真帳を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。 

    

９ 本特記仕様書に定められていない事項は、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。 



 

施行区域 

施行対象公園一覧

公　園　名 種別 公　園　名 種別

明山公園 街区 田方第四公園 街区

明山第一公園 街区 田方第五公園 街区

大迫公園 街区 田方第六公園 街区

鬼が城公園 風致 田方第七公園 街区

草津第一公園 街区 田方第八公園 街区

草津第二公園 街区 日生西公園 街区

国迫公園 街区 日生東公園 街区

己斐上第一公園 街区 古江上公園 街区

己斐上第二公園 街区 古江上第一公園 街区

己斐上第四公園 街区 古江新町第一公園 街区

己斐上第四公園 街区 古江西町公園 街区

己斐上第四公園 街区 古江西第一公園 街区

己斐上第七公園 街区 古江東公園 街区

己斐中第一公園 街区 古田台公園 近隣

己斐中第二公園 街区 古田台第一公園 街区

己斐西町第一公園 街区 古田台第二公園 街区

己斐東公園 街区 三滝墓園 墓園

己斐東第一公園 街区 三滝本町第一公園 街区

己斐東第二公園 街区 三滝本町第二公園 街区

己斐東第三公園 街区 三滝本町第三公園 街区

己斐東第四公園 街区 三滝本町第四公園 街区

己斐東第五公園 街区 三滝本町第五公園 街区

己斐本町公園 街区 もみじが丘第一公園 街区

庚午第二公園 街区 もみじが丘第二公園 街区

庚午第三公園 街区 もみじが丘第三公園 街区

庚午第四公園 街区 もみじが丘第四公園 街区

庚午第五公園 街区 山田公園 街区

庚午第六公園 街区 山田第一公園 街区

庚午西公園 街区 山手公園 街区

新庄公園 街区 山手第一公園 街区

高須第一公園 街区 竜王第一公園 街区

高須第二公園 街区 大迫第一公園 街区

高須台第一公園 街区 草津公園 近隣

高須台第二公園 街区 己斐上第三公園 街区

高須台第三公園 街区 己斐上第五公園 街区

高須台第四公園 街区 己斐上第六公園 街区

高須台中央公園 近隣 庚午第一公園 街区

高須台緑地 茶臼台公園 街区

田方第一公園 街区 兵庫谷公園 街区

田方第二公園 街区 竜王公園 総合

田方第三公園 街区

西区内公園樹支障木せん定その他業務（その２）施行区域図 


